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Information' s
くらしのおしらせみとよ

【がん検診】
　がん検診の申し込みをしていない人は、健康課までお問い合わせください。
子宮頸がん検診・乳がん検診・大腸がん検診の無料クーポン券を受け取った人
は、この機会にぜひがん検診を受けましょう。
《子宮頸がん検診、乳がん検診》
　指定医療機関検診または集団検診のどちらかで受けられます。
　【指定医療機関検診】
　　三豊市・観音寺市の指定医療機関で12月末まで受診できます。
　【集団検診】
　集団検診を下記の日程で行います。受診する時は、7月に届いた白い封筒を必ずご持参ください。
詳しくは同封の「ご案内」をご覧ください。午後から集団検診場所に無料の託児所を用意してい
ますので、子ども連れの人も安心して受けることができます。

【特定健康診査結果相談会】
　健診結果の見方・活かし方を保健師・管理栄
養士・歯科衛生士がアドバイスします。お気軽
にお越しください。

【健康診査】
　集団検診での特定健康診査･健康診査を受
診していない人は、三豊市･観音寺市の指定
医療機関で10月31日(木）まで受診できます。
　同封の「ご案内」をご
覧になり、受診する時は
6月に届いている水色の
封筒と保険証を必ずご持
参ください。受付時間は
医療機関にお問い合わせ
ください。なお、受診前
に問診票に記入してご持
参ください。

※9月29日（日）も検診を行います。平日に都合がつかない人は、この機会に受けましょう。

《胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診》
　　集団検診の申し込みをしている人は、9月中旬に案内が届きます。大腸がん検診は10月31日
（木）まで指定医療機関で受診できます（直接、医療機関に行くことで受診できます）。
《前立腺がん検診》
　　10月31日（木）まで指定医療機関で受診できます（直接、医療機関に行くことで受診できます）。

国民年金のお知らせ

▲

問い合わせ　市民課　☎73－3005・善通寺年金事務所　☎0877－62－1660

▲

問い合わせ　健康課　☎73－3014
がん検診・健康診査・特定健康診査結果相談会のお知らせ くらしくらし

仁尾町体育センター

高瀬町農村環境改善センター

3日（火）

9日（月）

13日（金）

詫間福祉センター

三野町保健センター

豊中町保健センター

場　　所 月　　日
受付時間

時　　間 場　　所

乳がん 託児時間子宮頸がん
9月24日（火）

9月26日（木）

9月27日（金）

9月29日（日）

9月30日（月）

10月1日（火）

13：30～15：00
(14：00検診開始）

13：30～個人通知でお知
らせします

13：30～15：00
（特定健康診査対象者）
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